
◆令和元年１０月２１日開催庁議◆ 

１．市長挨拶 

 ○９月末で、人口７万人を達成した。様々な事業を遂行してきた成果が表れた結果である。今後も事

業推進に努めていただきたい。 

○和木町との姉妹都市締結 40 周年記念式典に参加した。大変な歓迎を受けた。来年の市制施行５０

周年記念式典では、和木町をはじめ、多くのお客様が来られるので対応方宜しくお願いする。 

２．議事 

（１）議会に提出する議案について【総務部】～要点抜粋 

◎資料に基づき、総務部長説明 

○議会に提出する議案については、総務課において審査や調整する日程を加味して事務を進めている。

一方、所管課から期日までに報告されない等により、議案の調整が滞る事案が度々発生している。 

○間に合わない場合の総務課への報告と各会派への丁寧な説明を行うこと。 

（２）恵庭市職員旧姓使用取扱要綱の制定について  【総務部】～要点抜粋 

◎資料に基づき、総務部長説明  

○平成３０年度第１回特定事業主行動計画の策定推進委員会において、職員の旧姓使用について意見

が出され、議論をしてきて要綱の制定に至った。 

○47 都道府県や 20 政令指定都市、道内でも函館・室蘭・富良野・登別・千歳・石狩で規程や要綱が

制定されている。 

 ○本要綱の制定については、旧姓等使用の大半を占める女性職員の意欲向上や男女共に働きやすい職

場環境づくりにつながる。

（３）年次有給休暇、夏季休暇の取得促進について  【総務部】～要点抜粋 

◎資料に基づき、総務部長説明  

 ○計画的な休暇取得を願う。年次有給休暇の９月末までの取得状況の実績は、１人あたり７．５２日

で、前年同比０．４６日増加。夏季休暇については、２．４５日で昨年と同比。

 ○特定事業主行動計画では、年次有給休暇の取得日数の数値目標で１２日以上としていることで、ワ

ークライフバランス実現のため、休暇取得を推奨している。より一層計画的な業務を遂行し、職場内

で休暇取得の促進を願う。

（４）令和２年度向け人事異動について  【総務部】～要点抜粋 

◎資料に基づき、総務部長説明

 ○来年度の人事異動について、自己申告書の作成は課長職以下の職員において作成し、１０月３1 日
までに所属長へ提出し、それを組織マネジメントに活用のこと。

 ○人事異動対象者名簿の作成を行い、それを活用して人事異動を行う。名簿作成については、自己申

告書を基に、対象者と面談し、職員の意向を踏まえること。面談を必要とする職員は、職員配置標準

年数３年以上配置されている職員、異動を希望のある職員、面談が必要な職員、新規採用職員となる

が、３年未満で異動対象とする場合や３年以上で異動対象とさせない場合は、詳細な理由を付すこと。



（５）令和２年度予算編成方針について  【総務部】～要点抜粋 

◎資料に基づき、総務部長説明  

○国の地方財政政策について、本年６月に示された「骨太方針２０１９」において、「地方の一般財源

の総額について、２０２１年度までにおいて、２０１８年度（平成３０年度）地方財政計画の水準

を実質的に確保する」と脚注に盛り込まれたことから、本年８月の「地方財政収支の仮試算」にお

いても、そのことを前提に試算が行われている。 

○その中では会計年度任用職員制度が施行されるのに伴い必要となる財源は反映されず、年末の予算

編成過程で検討することとされ財源措置については不透明な状況となっている。本市における令和

元年度予算編成においては、財源対策として財政調整基金の取り崩しを行い編成しており、令和２

年度からは焼却施設が本稼動することや花の拠点の管理運営が開始となることなど、歳出の増加が

見込まれることから今後はより一層、収支改善の取組を強化する必要がある。 

このため、歳入面ではふるさと納税による寄附金を含む特定目的基金の積極的な有効活用や、使用

料・手数料の見直しを行うなど、予算に反映させる必要がある。 

一方で、こうした厳しい財政状況にあっても、人口減少社会を乗り越え、恵庭の創生に挑戦し続け

なければならず、第５期総合計画や（仮称）第２期総合戦略などに位置づけられた事業について、

引き続き推し進めることにより、恵庭の発展を実現させていこうとするものである。 

○予算編成に関する総括的事項について、７項目を挙げている。 

１つ目  一般財源配分方式の継続。 

     令和２年度予算編成では、臨時的経費を含めた新たな一般財源配分方式により実施。 

２つ目  事務事業の見直しと行政評価の結果の反映。 

３つ目  歳入確保の取組み。 

４つ目  各基金については、それぞれの活用方針により積極的に有効活用する。 

５つ目  予算要求に当たっては、これまでどおり配分予算の組み替えなどの部内調整を最大限行い、

既存事業の見直しなどによる財源確保を行う。 

     決算における実績等に基づき、当初予算として計上すべき金額を精査の上、要求のこと。 

６つ目  原則として、配分予算についても査定対象としており、要求内容について事前に精査して

おくこと。 

７つ目  これまでどおり、予算要求に関する情報公開を積極的に行う。 

○令和２年度では大きな歳出の増加が見込まれ歳出の配分経費について、マイナス６パーセントのシ

ーリングを設定する。また、会計年度任用職員制度へ移行するため、予算要求に若干の変更がある

ので留意のこと。 

○今年度は臨時的経費も配分内の要求となることから各部長には、部内での協議・検討にマネジメン

ト能力を十分発揮し、強いリーダーシップをもって予算編成に取り組むこと。 

○予算編成方針に従い、まずは取り進め、部内で各事業を精査して予算要求をされ、一律に６パーセ

ントのシーリングではなく、結果として、６パーセントとなるような工夫をいただき予算編成をし

ていただきたい。 

（６）年末年始期（９連休）における窓口開設について  【生活環境部】～要点抜粋 

◎資料に基づき、生活環境部長説明  

○今年の年末年始は９連休となることから、窓口サービス検討会議で検討した結果、１２月３０日



（月）に臨時開庁することとなり、開設窓口は、市民課と国保医療課であり、これについては、職

員労働組合と協議を終えている。

○今後、市広報やホームページ、フェイスブックなどで市民周知する。

（７）（仮称）花の拠点愛称選考委員会に係る庁内委員の募集について  【経済部】～要点抜粋 

◎資料に基づき、経済部長説明

 ○花の拠点の愛称を選定するにあたり、市職員にも関わってもらうため庁内公募を行う。７名の委員

で構成する内、２名を庁内で募集をすることとし、１１月２９日まで募集を行う。

 ○スケジュールは、公募要項確認のための第１回検討会議を１２月中旬頃に開催し、２月頃の２回目

検討会議で決定をして、表彰式を花の拠点プレオープンイベントの令和２年秋頃を目指したい。

３．その他 

【保健福祉部長】 

  ◎恵庭市がん予防普及啓発セミナーの開催について 

    ＜日時＞１１月１４日（木）１８時３０分から 

    ＜場所＞えにあす ２階    

【議会事務局長】 

   ◎議員研修会の開催 

    ＜日時＞１０月２５日（金）１５時から 

＜場所＞市民会館中会議室 

  林業関係の講演を、北海道森林管理局長にお願いをしている。 

 【総務部長】 

   ◎感謝状贈呈に係る規程について 

    ・５年以上、一つの公職に従事した場合、感謝状を贈呈することができる旨規定されている。

功労者等に該当しない部分の協議会や委員会の委員についても、各所管において、退任した

場合等には感謝状の贈呈について遺漏なきよう取り進めること。 


